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　……（災害等による期限の延長）

第８条　知事は、県の区域の全部又は一部にわたり災害その他やむ

を得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求

その他書類の提出（審査請求に関するものを除く。）又は納付若

しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができ

ないと認めるときは、法第20条の５の２第２項の規定の適用があ

る場合を除き、その理由のやんだ日から２月を限り、当該期限を

延長することができる。

２　知事は、災害その他やむを得ない理由により、前項に規定する

期限までに同項に規定する行為をすることができないと認めると

きは、法第20条の５の２第２項又は前項の規定の適用がある場合

を除き、納税義務者又は特別徴収義務者の申請に基づき、その理

由のやんだ日から２月を限り、当該期限を延長することができ

る。

　……（寄附金税額控除）

第14条の２　県民税の所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる

寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額（当該合計額が前年の

総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の

30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する

金額）が2,000円を超える場合には、その超える金額の100分の４

に相当する金額（当該納税義務者が前年中に法第37条の２第２項

に規定する特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附

金の額の合計額が2,000円を超える場合にあつては、当該100分の

４に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項にお

いて「控除額」という。）をその者の前２条の規定を適用した場

合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当

該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該

所得割の額に相当する金額とする。

　⑴～⑶　省略

２　前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支

出した法第37条の２第２項に規定する特例控除対象寄附金の額の

合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の５分の２

に相当する金額（当該金額が当該納税義務者の前２条の規定を適

　……（災害等による期限の延長）

第８条　知事は、県の区域の全部又は一部にわたり災害その他やむ…

を得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求…

その他書類の提出（審査請求に関するものを除く。）又は納付若…

しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができ…

ないと認める場合においては　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　、その理由のやんだ日から２月を限り、当該期限を…

延長することができる。

２　知事は、災害その他やむを得ない理由により、前項に規定する…

期限までに同項に規定する行為をすることができないと認める場

合においては、　　　　　　　　　前項の規定の適用がある場合…

を除き、納税義務者又は特別徴収義務者の申請に基づき、その理

由のやんだ日から２月を限り、当該期限を延長することができ…

る。

　……（寄附金税額控除）

第14条の２　県民税の所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる

寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額（当該合計額が前年の

総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の…

30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する

金額）が2,000円を超える場合には、その超える金額の100分の４

に相当する金額（当該納税義務者が前年中に第１号に掲げる寄附

金　　　　　　　　　　　　　を支出し、当該寄附金　　　　　

　の額の合計額が2,000円を超える場合にあつては、当該100分の

４に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項にお

いて「控除額」という。）をその者の前２条の規定を適用した場…

合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当

該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該

所得割の額に相当する金額とする。

　⑴～⑶　省略

２　前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支

出した同項第１号に掲げる寄附金　　　　　　　　　　　の額の

合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の…

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の５分の２

に相当する金額（当該金額が当該納税義務者の前２条の規定を適

○愛媛県条例第25号

　愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のように公布する。
　　平成31年３月31日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
　　　愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

　愛媛県県税賦課徴収条例（昭和25年愛媛県条例第21号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えると

きは、当該100分の20に相当する金額）とする。

　⑴～⑶　省略

　……（自動車税の徴収の方法の特例）

第47条の２　自動車税の納税者が行政手続等における情報通信の技

術の利用に関する法律（平成14年法律第151号）第３条第１項の…

規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して道路運送

車両法第７条の規定による登録の申請及び　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　法第152条第１項の規定による申告書の提出を行…

う場合には、前条第２項及び第３項の規定にかかわらず、当該納

税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車

に係る自動車税を地方税法施行規則で定める方法により徴収する

ことができる。

　　　附　則

　……（個人の県民税の税額控除の特例）

第５条　当分の間、35万円に県民税の所得割の納税義務者の法第23

条第１項第７号に規定する同一生計配偶者及び同項第９号に規定

する扶養親族の数に１を加えた数を乗じて得た金額（その者が同

項第７号に規定する同一生計配偶者又は同項第９号に規定する扶…

養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額）…

が、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額と第３号に掲げる額

との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超え

る金額に第２号に掲げる額を同号に掲げる額と第３号に掲げる額

との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務

者の第13条及び第14条の規定を適用した場合の所得割の額から控

除するものとする。

　⑴・⑵　省略

⑶　当該納税義務者の法第314条の３、第314条の６から第314条

の８まで、附則第５条第３項、附則第５条の４第６項、附則第

５条の４の２第６項及び附則第５条の５第２項の規定に係る市

町の条例の規定を適用して計算した場合の所得割の額

２　省略

　……（個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除）

第７条の４の２　平成22年度から平成43年度までの各年度分の個人

の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租

税特別措置法第41条又は第41条の２の２の規定の適用を受けた場

合（居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成33

年までの各年である場合に限る。）において、前条第１項の規定…

の適用を受けないときは、法附則第５条の４の２第１項に規定す

るところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第13条及び第

14条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとす

る。

２　前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。

⑴　前項の規定の適用を受けようとする年度分の法第45条の２第

１項の規定による申告書（その提出期限後において県民税の納

税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時まで

に提出された法第45条の３第１項の確定申告書を含む。）に租…

税特別措置法第41条第１項に規定する住宅借入金等特別税額控

除額の控除に関する事項の記載がある場合（これらの申告書に

用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えると

きは、当該100分の20に相当する金額）とする。

　⑴～⑶　省略

　……（自動車税の徴収の方法の特例）

第47条の２　自動車税の納税者が行政手続等における情報通信の技

術の利用に関する法律（平成14年法律第151号）第３条第１項の

規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して道路運送

車両法第７条の規定による登録の申請を行う場合において、同項

の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は

法第747条の２第１項の規定により法第762条第１号に規定する地

方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機

構を経由して、法第152条第１項の規定による申告書の提出を行

うときは　、前条第２項及び第３項の規定にかかわらず、当該納

税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車

に係る自動車税を地方税法施行規則で定める方法により徴収する

ことができる。

　　　附　則

　……（個人の県民税の税額控除の特例）

第５条　当分の間、35万円に県民税の所得割の納税義務者の法第23

条第１項第７号に規定する同一生計配偶者及び同項第９号に規定

する扶養親族の数に１を加えた数を乗じて得た金額（その者が同

項第７号に規定する同一生計配偶者又は同項第９号に規定する扶

養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額）

が、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額と第３号に掲げる額

との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超え

る金額に第２号に掲げる額を同号に掲げる額と第３号に掲げる額

との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務

者の第13条及び第14条の規定を適用した場合の所得割の額から控

除するものとする。

　⑴～⑵　省略

⑶　当該納税義務者の法第314条の３、第314条の６から第314条

の８まで、附則第５条第３項、附則第５条の４第６項、附則第

５条の４の２第５項及び附則第５条の５第２項の規定に係る市

町の条例の規定を適用して計算した場合の所得割の額

２　省略

　……（個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除）

第７条の４の２　平成22年度から平成45年度までの各年度分の個人

の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租

税特別措置法第41条又は第41条の２の２の規定の適用を受けた場

合（居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成33…

年までの各年である場合に限る。）において、前条第１項の規定

の適用を受けないときは、法附則第５条の４の２第１項に規定す

るところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第13条及び第…

14条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとす…

る。
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２　前項　の規定の適用がある場合における第15条及び第16条の規

定の適用については、第15条中「前３条」とあるのは「前３条及

び附則第７条の４の２第１項」と、第16条中「第13条から前条ま…

で」とあるのは「第13条から前条まで及び附則第７条の４の２第

１項」とする。

３　県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成26年から平成33

年までであつて、かつ、租税特別措置法第41条第５項　　　に規

定する特定取得又は同条第14項に規定する特別特定取得に該当す

る同条第１項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅

借入金等の金額を有する場合における第１項の規定の適用につい

ては、同項中「法附則第５条の４の２第１項」とあるのは、「法…

附則第５条の４の２第３項の規定により読み替えて適用される同

条第１項」とする。

　（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の…

特例）

第７条の４の３　県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税に

つき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関

する法律（平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。）…

第13条第１項の規定の適用を受けた場合における前２条の規定の

適用については、附則第７条の４第１項中「租税特別措置法第41

条又は第41条の２の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に

係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成23年法律第29…

号）第13条第１項の規定により読み替えて適用される租税特別措

置法第41条又は同項の規定により適用される同法第41条の２の

２」と、「法附則第５条の４第１項」とあるのは「法附則第45条…

第１項の規定により読み替えて適用される法附則第５条の４第１

項」と、前条第１項中「租税特別措置法第41条又は第41条の２の…

２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の

臨時特例に関する法律第13条第１項の規定により読み替えて適用

される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される同

法第41条の２の２」と、「法附則第５条の４の２第１項」とある…

のは「法附則第45条第１項の規定により読み替えて適用される法

附則第５条の４の２第１項」と　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する。

２　県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例

法第13条第３項若しくは第４項又は第13条の２第１項から第９項

までの規定の適用を受けた場合における前２条の規定の適用につ

いては、附則第７条の４第１項中「法附則第５条の４第１項」と

あるのは「法附則第45条第２項の規定により読み替えて適用され

る法附則第５条の４第１項」と、前条第１項中「法附則第５条の

４の２第１項」とあるのは「法附則第45条第２項の規定により読

その記載がないことについてやむを得ない理由があると市町長

が認める場合を含む。）

⑵　前号に掲げる場合のほか、前項の規定の適用を受けようとす

る年度の初日の属する年の１月１日現在において法第317条の…

６第１項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある

者から法第45条の２第１項に規定する給与の支払を受けている

者であつて、前年中において給与所得以外の所得を有しなかつ

たものが、前年分の所得税につき租税特別措置法第41条の２の

２の規定の適用を受けている場合

３　第１項の規定の適用がある場合における第15条及び第16条の規

定の適用については、第15条中「前３条」とあるのは「前３条及

び附則第７条の４の２第１項」と、第16条中「第13条から前条ま…

で」とあるのは「第13条から前条まで及び附則第７条の４の２第

１項」とする。

４　県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成26年から平成33

年までであつて、かつ、租税特別措置法第41条第３項第２号に規

定する特定取得　　　　　　　　　　　　　　　　　　に該当す

る同条第１項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅

借入金等の金額を有するときは、　　第１項の規定の適用につい…

ては、同項中「法附則第５条の４の２第１項」とあるのは、「法…

附則第５条の４の２第４項の規定により読み替えて適用される同

条第１項」とする。

　（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の…

特例）

第７条の４の３　県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税に

つき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関

する法律（平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。）

第13条第１項の規定の適用を受けた場合における前２条の規定の

適用については、附則第７条の４第１項中「租税特別措置法第41

条又は第41条の２の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に

係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成23年法律第29…

号）第13条第１項の規定により読み替えて適用される租税特別措

置法第41条又は同項の規定により適用される同法第41条の２の

２」と、「法附則第５条の４第１項」とあるのは「法附則第45条…

第１項の規定により読み替えて適用される法附則第５条の４第１

項」と、前条第１項中「租税特別措置法第41条又は第41条の２の…

２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の

臨時特例に関する法律第13条第１項の規定により読み替えて適用

される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される同

法第41条の２の２」と、「法附則第５条の４の２第１項」とある…

のは「法附則第45条第１項の規定により読み替えて適用される法

附則第５条の４の２第１項」と、同条第２項第２号中「租税特別

措置法第41条の２の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に

係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第１項の規定に

より適用される租税特別措置法第41条の２の２」とする。

２　県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例

法第13条第３項若しくは第４項又は第13条の２第１項から第６項

までの規定の適用を受けた場合における前２条の規定の適用につ

いては、附則第７条の４第１項中「法附則第５条の４第１項」と

あるのは「法附則第45条第２項の規定により読み替えて適用され

る法附則第５条の４第１項」と、前条第１項中「法附則第５条の

４の２第１項」とあるのは「法附則第45条第２項の規定により読
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み替えて適用される法附則第５条の４の２第１項」とし、同条第

４項の規定は、適用しない。

３　省略

　……（寄附金税額控除における特例控除額の特例）

第７条の５　第14条の２の規定の適用を受ける県民税の所得割の納

税義務者が、同条第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合に該

当する場合又は第13条第８項に規定する課税総所得金額、課税退

職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該

納税義務者の前年中の所得について、附則第９条の２第１項、附

則第10条第１項、附則第12条第１項、附則第15条第１項、附則第

16条第１項、附則第16条の２第１項又は附則第16条の４第１項の

規定の適用を受けるときは、第14条の２第２項に規定する特例控

除額は、同項第２号及び第３号の規定にかかわらず、当該納税義

務者が前年中に支出した同条第１項第１号に掲げる寄附金　　　

　　　　　の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合（当該各号に

掲げる場合の２以上に該当するときは、当該各号に定める割合の

うち最も低い割合）を乗じて得た金額の５分の２に相当する金額

（当該金額が当該納税義務者の第13条及び第14条の規定を適用し

た場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、

当該100分の20に相当する金額）とする。

　⑴～⑸　省略

　……（寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例）

第７条の６　租税特別措置法第４条の５第１項の規定の適用がある

場合における第14条の２及び附則第７条の５の規定の適用につい

ては、第14条の２第１項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次

に掲げる寄附金（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第４条

の５第１項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額の…

うち当該寄附金の支出に充てられたものとして地方税法施行令…

（昭和25年政令第245号。以下「令」という。）附則第４条の６…

第１項に規定するところにより計算した金額に相当する部分を除…

く。）」と、「第１号に掲げる寄附金　　　」とあるのは「第１…

号に掲げる寄附金（同法　　　　　　　　第４条の５第１項の規

定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金…

　　　　　　の支出に充てられたものとして令附則第４条の６第…

１項に規定するところにより計算した金額に相当する部分を除

く。）」と、同項第２号中「地方税法施行令（昭和25年政令第…

245号。以下「令」という。）」とあるのは「令」と、同項第３…

号中「租税特別措置法（昭和32年法律第26号）」とあるのは「租

税特別措置法」と、同条第２項及び附則第７条の５中「掲げる寄

附金　　　」とあるのは「掲げる寄附金　　　（租税特別措置法…

第４条の５第１項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の

金額のうち当該寄附金　　　　　　の支出に充てられたものとし

て令附則第４条の６第１項に規定するところにより計算した金額

に相当する部分を除く。）」とする。

　（寄附金税額控除に係る申告の特例における申告特例控除額の控

除）

第７条の７　当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に第

14条の２第１項第１号に掲げる寄附金　　　　　を支出し、か…

つ、当該納税義務者について法附則第７条第５項の規定による同

条第１項に規定する申告特例通知書の送付があつた場合において

は、申告特例控除額を当該納税義務者の第14条の２第１項及び第…

み替えて適用される法附則第５条の４の２第１項」とし、同条第

３項の規定は、適用しない。

３　省略

　……（寄附金税額控除における特例控除額の特例）

第７条の５　第14条の２の規定の適用を受ける県民税の所得割の納

税義務者が、同条第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合に該

当する場合又は第13条第８項に規定する課税総所得金額、課税退

職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該

納税義務者の前年中の所得について、附則第９条の２第１項、附

則第10条第１項、附則第12条第１項、附則第15条第１項、附則第

16条第１項、附則第16条の２第１項又は附則第16条の４第１項の

規定の適用を受けるときは、第14条の２第２項に規定する特例控

除額は、同項第２号及び第３号の規定にかかわらず、当該納税義

務者が前年中に支出した法第37条の２第２項に規定する特例控除

対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号…

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合（当該各号に

掲げる場合の２以上に該当するときは、当該各号に定める割合…

のうち最も低い割合）を乗じて得た金額の５分の２に相当する金

額（当該金額が当該納税義務者の第13条及び第14条の規定を適用

した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるとき

は、当該100分の20に相当する金額）とする。

　⑴～⑸　省略

　……（寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例）

第７条の６　租税特別措置法第４条の５第１項の規定の適用がある

場合における第14条の２及び附則第７条の５の規定の適用につい

ては、第14条の２第１項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次

に掲げる寄附金（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第４条

の５第１項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額の…

うち当該寄附金の支出に充てられたものとして地方税法施行令…

（昭和25年政令第245号。以下「令」という。）附則第４条の６…

第１項に規定するところにより計算した金額に相当する部分を除…

く。）」と、「規定する特例控除対象寄附金」とあるのは「規定…

する特例控除対象寄附金（租税特別措置法第４条の５第１項の規

定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控…

除対象寄附金の支出に充てられたものとして令附則第４条の６第

１項に規定するところにより計算した金額に相当する部分を除…

く。）」と、同項第２号中「地方税法施行令（昭和25年政令第…

245号。以下「令」という。）」とあるのは「令」と、同項第３…

号中「租税特別措置法（昭和32年法律第26号）」とあるのは「租…

税特別措置法」と、同条第２項及び附則第７条の５中「特例控除

対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金（租税特別措置法

第４条の５第１項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の

金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとし

て令附則第４条の６第１項に規定するところにより計算した金額

に相当する部分を除く。）」とする。

　（寄附金税額控除に係る申告の特例における申告特例控除額の控

除）

第７条の７　当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に法

第37条の２第２項に規定する特例控除対象寄附金を支出し、か…

つ、当該納税義務者について法附則第７条第５項の規定による同

条第１項に規定する申告特例通知書の送付があつた場合には　　

　、申告特例控除額を当該納税義務者の第14条の２　　　　　　…
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２項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとす…

る。

２　省略

　……（自動車取得税の非課税）

第22条　道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車

運送事業を経営する者が、次の各号のいずれにも該当する路線の

運行の用に供する一般乗合用のバスを取得した場合には、当該取

得が平成31年３月31日までに行われたときに限り、第34条第１項

の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得

税を課さない。

　⑴～⑶　省略

　……（自動車取得税の税率の特例）

第22条の２　省略

２　次に掲げる自動車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　で初めて新規登録等（道路運送車両法第７条

第１項に規定する新規登録又は同法第60条第１項後段の規定によ

る車両番号の指定（同項に規定する検査対象軽自動車に係るもの

に限る。）をいう。以下この条において同じ。）を受けるものの…

取得（法附則第12条の２の４第６項から第13項までの規定の適用

がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得…

税の税率は、当該取得が平成31年３月31日までに行われたときに

限り、第35条及び前項の規定にかかわらず、当該取得についてこ

の項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又

は前項に定める率に100分の20を乗じて得た率とする。

⑴　次に掲げるガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料とし

て用いる自動車をいい、法附則第12条の２第２項第３号に掲げ…

る自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。）

ア　乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施

行規則で定めるもの

　　　ア　次のいずれかに該当すること。

ａ　道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月１日

以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出

ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技

術基準（以下この条において「排出ガス保安基準」とい

う。）で地方税法施行規則で定めるもの（以下この条に…

おいて「平成30年ガソリン軽中量車基準」という。）に…

適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン

軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超え

ないこと。

ｂ　道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月１日

以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保

安基準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この条に

おいて「平成17年ガソリン軽中量車基準」という。）に…

適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン

軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超え

ないこと。

イ　エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法

　　の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとす…

る。

２　省略

　……（自動車取得税の非課税）

第22条　道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車

運送事業を経営する者が、次の各号のいずれにも該当する路線の

運行の用に供する一般乗合用のバスを取得した場合には、当該取

得が平成31年９月30日までに行われたときに限り、第34条第１項

の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得

税を課さない。

　⑴～⑶　省略

　……（自動車取得税の税率の特例）

第22条の２　省略

２　ガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動

車をいい、法附則第12条の２第２項第３号に掲げる自動車に該当

するものを除く。以下この条において同じ。）（車両総重量（道…

路運送車両法第40条第３号に規定する車両総重量をいう。以下こ…

の条において同じ。）が2.5トン以下のバス又はトラックであつ…

て、次の各号のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定

めるものに限る。）で初めて新規登録等（道路運送車両法第７条…

第１項に規定する新規登録又は同法第60条第１項後段の規定によ…

る車両番号の指定（同項に規定する検査対象軽自動車に係るもの

に限る。）をいう。以下この条において同じ。）を受けるものの…

取得（法附則第12条の２の４第６項から第12項までの規定の適用

がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得…

税の税率は、当該取得が平成31年９月30日までに行われたときに

限り、第35条及び前項の規定にかかわらず、当該取得についてこ

の項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又

は前項に定める率に100分の20を乗じて得た率とする。

　⑴　次のいずれかに該当すること。

ア　道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月１日以降

に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係

る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準（以下

この条において「排出ガス保安基準」という。）で地方税法…

施行規則で定めるもの（以下この条において「平成30年ガソ

リン軽中量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物…

の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化

物の値の２分の１を超えないこと。

イ　道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月１日以降

に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で

地方税法施行規則で定めるもの（以下この条において「平成

17年ガソリン軽中量車基準」という。）に適合し、かつ、窒…

素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める

窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

⑵　エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第…

49号）第147条第１号イに規定するエネルギー消費効率（以下…

この条において「エネルギー消費効率」という。）が同法第…

145条第１項の規定により定められるエネルギー消費機器等製

造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して地方税法施…

行規則で定めるエネルギー消費効率（以下この条において「基

準エネルギー消費効率」という。）であつて平成27年度以降の

各年度において適用されるべきものとして定められたもの（以
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下この条において「平成27年度基準エネルギー消費効率」とい…

う。）に100分の120を乗じて得た数値以上であること。

３　次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第12条の２の４第６項から第12項まで又は前項の規定の適用

がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得…

税の税率は、当該取得が平成31年９月30日までに行われたときに

限り、第35条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得について

この項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条

律第49号）第80条第１号イに規定するエネルギー消費効率…

（以下この条において「エネルギー消費効率」という。）…

が同法第78条第１項の規定により定められるエネルギー消

費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案

して地方税法施行規則で定めるエネルギー消費効率（以下

この条において「基準エネルギー消費効率」という。）で…

あつて平成32年度以降の各年度において適用されるべきも

のとして定められたもの（以下この条において「平成32年

度基準エネルギー消費効率」という。）に100分の130を乗

じて得た数値以上であること。

イ　車両総重量（道路運送車両法第40条第３号に規定する車両…

総重量をいう。以下この条において同じ。）が2.5トン以下…

のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので

地方税法施行規則で定めるもの

ア　次のいずれかに該当すること。

ａ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて

平成27年度以降の各年度において適用されるべきものとし

て定められたもの（以下この条において「平成27年度基準

エネルギー消費効率」という。）に100分の120を乗じて得

た数値以上であること。

⑵　石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の燃料として用い…

る自動車をいい、法附則第12条の２第２項第３号に掲げる自動…

車に該当するものを除く。以下この条において同じ。）のう…

ち、次のいずれにも該当する乗用車で地方税法施行規則で定め

るもの

ア　次のいずれかに該当すること。

ア　道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月１日以

降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基

準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この条において…

「平成30年石油ガス軽中量車基準」という。）に適合し、…

かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基

準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

イ　道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月１日以

降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基

準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この条において…

「平成17年石油ガス軽中量車基準」という。）に適合し、…

かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基

準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率

に100分の130を乗じて得た数値以上であること。

３　次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第12条の２の４第６項から第13項まで又は前項の規定の適用

がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得…

税の税率は、当該取得が平成31年３月31日までに行われたときに

限り、第35条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得について

この項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条
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又は第１項に定める率に100分の25を乗じて得た率とする。

　⑴・⑵　省略

４　ガソリン自動車（車両総重量が2.5トン以下のバス又はトラッ…

クであつて、次の各号のいずれにも該当するもので地方税法施行

規則で定めるものに限る。）で初めて新規登録等を受けるものの…

取得（法附則第12条の２の４第６項から第12項まで又は前２項の

規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する…

自動車取得税の税率は、当該取得が平成31年９月30日までに行わ

れたときに限り、第35条及び第１項の規定にかかわらず、当該取

得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用され

るべき同条又は第１項に定める率に100分の40を乗じて得た率と

する。

　⑴　次のいずれかに該当すること。

ア　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化

物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸

化物の値の２分の１を超えないこと。

イ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化

物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸

化物の値の４分の１を超えないこと。

⑵　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に

100分の115を乗じて得た数値以上であること。

５　次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第12条の２の４第６項から第12項まで又は前３項の規定の適

用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取…

得税の税率は、当該取得が平成31年９月30日までに行われたとき

に限り、第35条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得につい

てこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同

又は第１項に定める率に100分の25を乗じて得た率とする。

　⑴・⑵　省略

４　次に掲げる自動車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　で初めて新規登録等を受けるものの

取得（法附則第12条の２の４第６項から第13項まで又は前２項の

規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する…

自動車取得税の税率は、当該取得が平成31年３月31日までに行わ

れたときに限り、第35条及び第１項の規定にかかわらず、当該取

得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用され

るべき同条又は第１項に定める率に100分の40を乗じて得た率と

する。

　⑴　次に掲げるガソリン自動車

ア　乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施

行規則で定めるもの

　　　ア　次のいずれかに該当すること。

ａ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効

率に100分の120を乗じて得た数値以上であること。

イ　車両総重量が2.5トン以下のバス又はトラックのうち、次…

のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

　　　ア　次のいずれかに該当すること。

ａ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。

⑵　石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で地

方税法施行規則で定めるもの

　ア　次のいずれかに該当すること。

ア　平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

イ　平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率

に100分の120を乗じて得た数値以上であること。

５　次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第12条の２の４第６項から第13項まで又は前３項の規定の適

用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取…

得税の税率は、当該取得が平成31年３月31日までに行われたとき

に限り、第35条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得につい

てこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同
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条又は第１項に定める率に100分の50を乗じて得た率とする。

⑴　次に掲げるガソリン自動車

ア　乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施

行規則で定めるもの

ア　次のいずれかに該当すること。

ａ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定め…

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定め…

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて

平成32年度以降の各年度において適用されるべきものとし

て定められたもの（以下この条において「平成32年度基準

エネルギー消費効率」という。）に100分の120を乗じて得…

た数値以上であること。

イ　省略

ウ　省略

⑵　石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の燃料として用い

る自動車をいい、法附則第12条の２第２項第３号に掲げる自動…

車に該当するものを除く。以下この条において同じ。）のう…

ち、次のいずれにも該当する乗用車で地方税法施行規則で定め

るもの

ア　次のいずれかに該当すること。

ア　道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月１日以

降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基…

準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この条において…

「平成30年石油ガス軽中量車基準」という。）に適合し、…

かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基

準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

イ　道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月１日以

降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基…

準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この条において…

「平成17年石油ガス軽中量車基準」という。）に適合し、…

かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基

準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率

に100分の120を乗じて得た数値以上であること。

⑶　省略

６　ガソリン自動車（車両総重量が2.5トン以下のバス又はトラッ…

クであつて、次の各号のいずれにも該当するもので地方税法施行

規則で定めるものに限る。）で初めて新規登録等を受けるものの…

取得（法附則第12条の２の４第６項から第12項までの規定又は第…

２項から前項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除

く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成31…

年９月30日までに行われたときに限り、第35条及び第１項の規定

にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないもの

とした場合に適用されるべき同条又は第１項に定める率に100分…

の60を乗じて得た率とする。

　⑴　次のいずれかに該当すること。

ア　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化

物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸

条又は第１項に定める率に100分の50を乗じて得た率とする。

　⑴　次に掲げるガソリン自動車

ア　省略

イ　省略

⑵　省略

６　次に掲げる自動車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　で初めて新規登録等を受けるものの

取得（法附則第12条の２の４第６項から第13項までの規定又は第…

２項から前項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除

く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成31…

年３月31日までに行われたときに限り、第35条及び第１項の規定…

にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないもの

とした場合に適用されるべき同条又は第１項に定める率に100分

の60を乗じて得た率とする。

　⑴　次に掲げるガソリン自動車

ア　乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施

行規則で定めるもの
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化物の値の２分の１を超えないこと。

イ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化

物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸

化物の値の４分の１を超えないこと。

⑵　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に

100分の110を乗じて得た数値以上であること。

７　次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第12条の２の４第６項から第12項までの規定又は第２項から

前項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対…

して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成31年９月30日

までに行われたときに限り、第35条及び第１項の規定にかかわら

ず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合

に適用されるべき同条又は第１項に定める率に100分の75を乗じ

て得た率とする。

⑴　ガソリン自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で地

方税法施行規則で定めるもの

ア　次のいずれかに該当すること。

ア　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

イ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率

に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

⑵　石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で地

方税法施行規則で定めるもの

　　　ア　次のいずれかに該当すること。

ａ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効

率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

イ　車両総重量が2.5トン以下のバス又はトラックのうち、次…

のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

ア　次のいずれかに該当すること。

ａ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

⑵　石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で地

方税法施行規則で定めるもの

ア　次のいずれかに該当すること。

ア　平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

イ　平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率

に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

７　次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第12条の２の４第６項から第13項までの規定又は第２項から

前項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対…

して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成31年３月31日

までに行われたときに限り、第35条及び第１項の規定にかかわら

ず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合

に適用されるべき同条又は第１項に定める率に100分の75を乗じ

て得た率とする。

⑴　次に掲げるガソリン自動車

ア　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

ア　次のいずれかに該当すること。

ａ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率以上であること。
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ア　次のいずれかに該当すること。

ア　平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

イ　平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率

に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

８　次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第12条の２の４第６項から第12項までの規定又は第２項から

前項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対…

して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成31年９月30日

までに行われたときに限り、第35条及び第１項の規定にかかわら

ず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合

に適用されるべき同条又は第１項に定める率に100分の80を乗じ

て得た率とする。

　⑴・⑵　省略

　……（自動車税の税率の特例）

第23条　次　　　に掲げる自動車（電気自動車（電気を動力源とす

イ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

ア　次のいずれかに該当すること。

ａ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の３を超えないこと。

ｂ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

⑵　次に掲げる軽油自動車

ア　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

ア　次のいずれかに該当すること。

ａ　平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。

ｂ　平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化

物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準

に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の９を超

えないこと。

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

イ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

ア　平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

ウ　車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックのうち、…

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

ア　次のいずれかに該当すること。

ａ　平成28年軽油重量車基準に適合すること。

ｂ　平成21年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物

及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基準に定

める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の９を超えな

いこと。

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

８　次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第12条の２の４第６項から第13項までの規定又は第２項から

前項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対…

して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成31年３月31日

までに行われたときに限り、第35条及び第１項の規定にかかわら

ず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合

に適用されるべき同条又は第１項に定める率に100分の80を乗じ

て得た率とする。

　⑴・⑵　省略

　……（自動車税の税率の特例）

第23条　次の各号に掲げる自動車（電気自動車（電気を動力源とす
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る自動車で内燃機関を有しないものをいう。以下この条において…

同じ。）、天然ガス自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃…

料として用いる自動車で地方税法施行規則で定めるものをいう。

以下この条において同じ。）、メタノール自動車（専らメタノー…

ルを内燃機関の燃料として用いる自動車で同省令で定めるものを

いう。）、混合メタノール自動車（メタノールとメタノール以外…

のものとの混合物で同省令で定めるものを内燃機関の燃料として

用いる自動車で同省令で定めるものをいう。）及びガソリンを内…

燃機関の燃料として用いる電力併用自動車（内燃機関を有する自

動車で併せて電気その他の同省令で定めるものを動力源として用

いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えているこ

とにより大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）第２条第16項に

規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので同省令で定

めるものをいう。次項第３号において同じ。）並びにバス（一般…

乗合用のものに限る。）及び被けん引自動車を除く。）に対する…

当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税に係る第43条第１…

項及び第２項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。

⑴　ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自…

動車で平成18年３月31日までに最初の道路運送車両法第７条第…

１項に規定する新規登録（以下この条において「新車新規登…

録」という。）を受けたもの　新車新規登録を受けた日から起…

算して14年を経過した日の属する年度

⑵　軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車その他の前号に掲

げる自動車以外の自動車で平成20年３月31日までに新車新規登

録を受けたもの　新車新規登録を受けた日から起算して12年を

経過した日の属する年度

省略

２　次に掲げる自動車に対する第43条第１項及び第２項の規定の適

用については、当該自動車が平成28年４月１日から平成29年３月

31日までの間に新車新規登録を受けた場合には、平成29年度分の

自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

⑴　電気自動車

⑵　天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条の規定により

平成21年10月１日（同法第40条第３号に規定する車両総重量が

3.5トンを超え12トン以下のものにあつては、平成22年10月１

日）以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガ…

スに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準…

（以下この項及び第４項において「排出ガス保安基準」とい…

う。）で地方税法施行規則で定めるもの（以下この号及び第４…

項第２号において「平成21年天然ガス車基準」という。）に適…

合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に

定める窒素酸化物の値の10分の９を超えないもので同省令で定

めるもの

⑶　充電機能付電力併用自動車（電力併用自動車のうち、動力源

として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので

地方税法施行規則で定めるものをいう。第４項第３号において

同じ。）

⑷　エネルギーの使用の合理化等に関する法律第80条第１号イに

る自動車で内燃機関を有しないものをいう。次項第１号において…

同じ。）、天然ガス自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃…

料として用いる自動車で地方税法施行規則で定めるものをいう。

同項第２号において同じ。）、メタノール自動車（専らメタノー…

ルを内燃機関の燃料として用いる自動車で同省令で定めるものを

いう。）、混合メタノール自動車（メタノールとメタノール以外…

のものとの混合物で同省令で定めるものを内燃機関の燃料として

用いる自動車で同省令で定めるものをいう。）及びガソリンを内…

燃機関の燃料として用いる電力併用自動車（内燃機関を有する自

動車で併せて電気その他の同省令で定めるものを動力源として用

いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えているこ

とにより大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）第２条第16項に

規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので同省令で定

めるものをいう。次項第３号において同じ。）並びにバス（一般…

乗合用のものに限る。）及び被けん引自動車を除く。）に対する…

平成31年度分　　　　　　　　　　の自動車税に係る第43条第１

項及び第２項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。

⑴　ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自

動車で平成18年３月31日までに最初の道路運送車両法第７条第…

１項に規定する新規登録（以下この条において「新車新規登…

録」という。）を受けたもの　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

⑵　軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車その他の前号に掲

げる自動車以外の自動車で平成20年３月31日までに新車新規登

録を受けたもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

省略
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規定するエネルギー消費効率（以下この条において「エネルギ…

ー消費効率」という。）が同法第78条第１項の規定により定め…

られるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となる

べき事項を勘案して地方税法施行規則で定めるエネルギー消費

効率（次項において「基準エネルギー消費効率」という。）で…

あつて平成32年度以降の各年度において適用されるべきものと

して定められたもの（第４項及び第５項において「平成32年度

基準エネルギー消費効率」という。）に100分の110を乗じて得

た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車

両法第41条の規定により平成17年10月１日以降に適用されるべ

きものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物

の値で同省令で定めるもの（次項から第５項までにおいて「平

成17年窒素酸化物排出許容限度」という。）の４分の１を超え…

ないもので同省令で定めるもの

⑸　軽油を内燃機関の燃料として用いる乗用車（第３号に掲げる

自動車に該当するものを除く。第４項第５号において同じ。）…

のうち、道路運送車両法第41条の規定により平成21年10月１日

以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準

で地方税法施行規則で定めるもの（第４項第５号において「平

成21年軽油軽中量車基準」という。）に適合するもの

第１項第１号の表営業用の項 7,500円 2,000円

8,500円 2,500円

9,500円 2,500円

13,800円 3,500円

15,700円 4,000円

17,900円 4,500円

20,500円 5,500円

23,600円 6,000円

27,200円 7,000円

40,700円 10,500円

第１項第１号の表自家用の項 29,500円 7,500円

34,500円 9,000円

39,500円 10,000円

45,000円 11,500円

51,000円 13,000円

58,000円 14,500円

66,500円 17,000円

76,500円 19,500円

88,000円 22,000円

111,000円 28,000円

第１項第２号の表営業用の項 6,500円 2,000円

9,000円 2,500円

12,000円 3,000円

15,000円 4,000円

18,500円 5,000円

22,000円 5,500円

25,500円 6,500円

29,500円 7,500円

4,700円 1,200円

第１項第２号の表営業用けん引…

自動車の項

15,100円 4,000円

7,500円 2,000円
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第１項第２号の表自家用の項 8,000円 2,000円

11,500円 3,000円

16,000円 4,000円

20,500円 5,500円

25,500円 6,500円

30,000円 7,500円

35,000円 9,000円

40,500円 10,500円

6,300円 1,600円

第１項第２号の表自家用けん引

自動車の項

20,600円 5,500円

10,200円 3,000円

第１項第３号の表営業用一般乗

合用の項

12,000円 3,000円

14,500円 4,000円

17,500円 4,500円

20,000円 5,000円

22,500円 6,000円

25,500円 6,500円

29,000円 7,500円

第１項第３号の表営業用その他

の項

26,500円 7,000円

32,000円 8,000円

38,000円 9,500円

44,000円 11,000円

50,500円 13,000円

57,000円 14,500円

64,000円 16,000円

第１項第３号の表自家用の項 33,000円 8,500円

41,000円 10,500円

49,000円 12,500円

57,000円 14,500円

65,500円 16,500円

74,000円 18,500円

83,000円 21,000円

第１項第４号の表 4,500円 1,500円

6,000円 1,500円

第１項第５号の表キャンピング

車の項

23,600円 6,000円

27,600円 7,000円

31,600円 8,000円

36,000円 9,000円

40,800円 10,500円

46,400円 12,000円

53,200円 13,500円

61,200円 15,500円

70,400円 18,000円

88,800円 22,500円

第１項第５号の表宣伝車の項 20,600円 5,500円

7,600円 2,000円

第１項第５号の表霊きゆう車の

項

11,000円 3,000円

4,200円 1,500円

第１項第５号の表その他の項 9,700円 2,500円

13,200円 3,500円
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第２項の表営業用の項 3,700円 1,000円

4,700円 1,200円

6,300円 1,600円

第２項の表自家用の項 5,200円 1,300円

6,300円 1,600円

8,000円 2,000円

３　エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成27

年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められた

ものに100分の120を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化

物の排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超え

ないもので地方税法施行規則で定めるもの（前項の規定の適用を

受ける自動車を除く。）に対する第43条第１項及び第２項の規定…

の適用については、当該自動車が平成28年４月１日から平成29年

３月31日までの間に新車新規登録を受けた場合には、平成29年度

分の自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１項第１号の表営業用の項 7,500円 4,000円

8,500円 4,500円

9,500円 5,000円

13,800円 7,000円

15,700円 8,000円

17,900円 9,000円

20,500円 10,500円

23,600円 12,000円

27,200円 14,000円

40,700円 20,500円

第１項第１号の表自家用の項 29,500円 15,000円

34,500円 17,500円

39,500円 20,000円

45,000円 22,500円

51,000円 25,500円

58,000円 29,000円

66,500円 33,500円

76,500円 38,500円

88,000円 44,000円

111,000円 55,500円

第１項第２号の表営業用の項 6,500円 3,500円

9,000円 4,500円

12,000円 6,000円

15,000円 7,500円

18,500円 9,500円

22,000円 11,000円

25,500円 13,000円

29,500円 15,000円

4,700円 2,400円

第１項第２号の表営業用けん引

自動車の項

15,100円 8,000円

7,500円 4,000円

第１項第２号の表自家用の項 8,000円 4,000円

11,500円 6,000円

16,000円 8,000円
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20 ,500円 10,500円

25,500円 13,000円

30,000円 15,000円

35,000円 17,500円

40,500円 20,500円

6,300円 3,200円

第１項第２号の表自家用けん引

自動車の項

20,600円 10,500円

10,200円 5,500円

第１項第３号の表営業用一般乗

合用の項

12,000円 6,000円

14,500円 7,500円

17,500円 9,000円

20,000円 10,000円

22,500円 11,500円

25,500円 13,000円

29,000円 14,500円

第１項第３号の表営業用その他

の項

26,500円 13,500円

32,000円 16,000円

38,000円 19,000円

44,000円 22,000円

50,500円 25,500円

57,000円 28,500円

64,000円 32,000円

第１項第３号の表自家用の項 33,000円 16,500円

41,000円 20,500円

49,000円 24,500円

57,000円 28,500円

65,500円 33,000円

74,000円 37,000円

83,000円 41,500円

第１項第４号の表 4,500円 2,500円

6,000円 3,000円

第１項第５号の表キャンピング

車の項

23,600円 12,000円

27,600円 14,000円

31,600円 16,000円

36,000円 18,000円

40,800円 20,500円

46,400円 23,500円

53,200円 27,000円

61,200円 31,000円

70,400円 35,500円

88,800円 44,500円

第１項第５号の表宣伝車の項 20,600円 10,500円

7,600円 4,000円

第１項第５号の表霊きゆう車の

項

11,000円 5,500円

4,200円 2,500円

第１項第５号の表その他の項 9,700円 5,000円

13,200円 7,000円

第２項の表営業用の項 3,700円 1,800円

4,700円 2,300円

6,300円 3,200円
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２　次に掲げる自動車に対する第43条第１項及び第２項の規定の適

用については、当該自動車が平成29年４月１日から平成30年３月

31日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成30年度分の自

動車税に限り、当該自動車が平成30年４月１日から平成31年３月

31日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成31年度分の自

動車税に限り、次　　の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

⑴　省略

⑵　天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条の規定により

平成30年10月１日以降に適用されるべきものとして定められた

自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上…

の技術基準（以下この項において「排出ガス保安基準」とい…

う。）で地方税法施行規則で定めるものに適合するもの又は同…

条の規定により平成21年10月１日（同法第40条第３号に規定す…

る車両総重量が3.5トンを超え12トン以下のものにあつては、…

平成22年10月１日）以降に適用されるべきものとして定められ

た排出ガス保安基準で同省令で定めるもの（以下この号におい

て「平成21年天然ガス車基準」という。）に適合し、かつ、窒…

素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化

物の値の10分の９を超えないもので同省令で定めるもの

⑶　充電機能付電力併用自動車（電力併用自動車のうち、動力源

として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので

地方税法施行規則で定めるものをいう。）

⑷　エネルギーの使用の合理化等に関する法律第147条第１号イ

に規定するエネルギー消費効率（以下この条において「エネル

ギー消費効率」という。）が同法第145条第１項の規定により…

定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準と

なるべき事項を勘案して地方税法施行規則で定めるエネルギー

消費効率であつて平成32年度以降の各年度において適用される

べきものとして定められたもの（次項において「平成32年度基

準エネルギー消費効率」という。）に100分の130を乗じて得た

数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両

法第41条の規定により平成30年10月１日以降に適用されるべき

ものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の

値で同省令　　　　　で定めるもの（次項において「平成30年

窒素酸化物排出許容限度」という。）の２分の１を超えないも…

ので同省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が同条の規定

により平成17年10月１日以降に適用されるべきものとして定め

られた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で同省令で定

めるもの（次項において「平成17年窒素酸化物排出許容限度」

という。）の４分の１を超えないもので同省令で定めるもの

⑸　軽油を内燃機関の燃料として用いる乗用車（第３号に掲げる

自動車に該当するものを除く。）のうち、道路運送車両法第41…

条の規定により平成30年10月１日以降に適用されるべきものと

して定められた排出ガス保安基準で地方税法施行規則で定める

ものに適合するもの又は同条の規定により平成21年10月１日以

降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で

同省令で定めるものに適合するもの

第２項の表自家用の項 5,200円 2,600円

6,300円 3,200円

8,000円 4,000円

４　次に掲げる自動車に対する第43条第１項及び第２項の規定の適

用については、当該自動車が平成29年４月１日から平成30年３月

31日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成30年度分の自

動車税に限り、当該自動車が平成30年４月１日から平成31年３月

31日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成31年度分の自

動車税に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

⑴　省略

⑵　天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条の規定により

平成30年10月１日以降に適用されるべきものとして定められた

排出ガス保安基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　で地方税法施行規則で定めるものに適合するもの又は平

成21年天然ガス車基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に適合し、かつ、窒

素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化

物の値の10分の９を超えないもので同省令で定めるもの

⑶　充電機能付電力併用自動車　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑷　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　に100分の130を乗じて得た

数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両

法第41条の規定により平成30年10月１日以降に適用されるべき

ものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の

値で地方税法施行規則で定めるもの（次項において「平成30年

窒素酸化物排出許容限度」という。）の２分の１を超えないも…

ので同省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年窒

素酸化物排出許容限度　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　の４分の１を超えないもので同省令で定めるもの

⑸　軽油を内燃機関の燃料として用いる乗用車　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　のうち、道路運送車両法第41

条の規定により平成30年10月１日以降に適用されるべきものと

して定められた排出ガス保安基準で地方税法施行規則で定める

ものに適合するもの又は平成21年軽油軽中量車基準　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　に適合するもの
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第１項第１号の表営業用の項 7,500円 2,000円

8,500円 2,500円

9,500円 2,500円

13,800円 3,500円

15,700円 4,000円

17,900円 4,500円

20,500円 5,500円

23,600円 6,000円

27,200円 7,000円

40,700円 10,500円

第１項第１号の表自家用の項 29,500円 7,500円

34,500円 9,000円

39,500円 10,000円

45,000円 11,500円

51,000円 13,000円

58,000円 14,500円

66,500円 17,000円

76,500円 19,500円

88,000円 22,000円

111,000円 28,000円

第１項第２号の表営業用の項 6,500円 2,000円

9,000円 2,500円

12,000円 3,000円

15,000円 4,000円

18,500円 5,000円

22,000円 5,500円

25,500円 6,500円

29,500円 7,500円

4,700円 1,200円

第１項第２号の表営業用けん引

自動車の項

15,100円 4,000円

7,500円 2,000円

第１項第２号の表自家用の項 8,000円 2,000円

11,500円 3,000円

16,000円 4,000円

20,500円 5,500円

25,500円 6,500円

30,000円 7,500円

35,000円 9,000円

40,500円 10,500円

6,300円 1,600円

第１項第２号の表自家用けん引

自動車の項

20,600円 5,500円

10,200円 3,000円

第１項第３号の表営業用一般乗

合用の項

12,000円 3,000円

14,500円 4,000円

17,500円 4,500円

20,000円 5,000円

22,500円 6,000円

25,500円 6,500円

29,000円 7,500円
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５　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に

100分の110を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の

排出量が平成30年窒素酸化物排出許容限度の２分の１を超えない

もので地方税法施行規則で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が

平成17年窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超えないもので同…

省令で定めるもの（前項の規定の適用を受ける自動車を除く。）…

に対する第43条第１項及び第２項の規定の適用については、当該

自動車が平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間に新車

新規登録を受けた場合には平成30年度分の自動車税に限り、当該

自動車が平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に新車

新規登録を受けた場合には平成31年度分の自動車税に限り、第３

項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

第１項第３号の表営業用その他

の項

26,500円 7,000円

32,000円 8,000円

38,000円 9,500円

44,000円 11,000円

50,500円 13,000円

57,000円 14,500円

64,000円 16,000円

第１項第３号の表自家用の項 33,000円 8,500円

41,000円 10,500円

49,000円 12,500円

57,000円 14,500円

65,500円 16,500円

74,000円 18,500円

83,000円 21,000円

第１項第４号の表 4,500円 1,500円

6,000円 1,500円

第１項第５号の表キャンピング

車の項

23,600円 6,000円

27,600円 7,000円

31,600円 8,000円

36,000円 9,000円

40,800円 10,500円

46,400円 12,000円

53,200円 13,500円

61,200円 15,500円

70,400円 18,000円

88,800円 22,500円

第１項第５号の表宣伝車の項 20,600円 5,500円

7,600円 2,000円

第１項第５号の表霊きゆう車の

項

11,000円 3,000円

4,200円 1,500円

第１項第５号の表その他の項 9,700円 2,500円

13,200円 3,500円

第２項の表営業用の項 3,700円 1,000円

4,700円 1,200円

6,300円 1,600円

第２項の表自家用の項 5,200円 1,300円

6,300円 1,600円

8,000円 2,000円

３　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に

100分の110を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の

排出量が平成30年窒素酸化物排出許容限度の２分の１を超えない

もので地方税法施行規則で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が

平成17年窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超えないもので同…

省令で定めるもの（前項の規定の適用を受ける自動車を除く。）…

に対する第43条第１項及び第２項の規定の適用については、当該

自動車が平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間に新車

新規登録を受けた場合には平成30年度分の自動車税に限り、当該

自動車が平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に新車

新規登録を受けた場合には平成31年度分の自動車税に限り、次　

　の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
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それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１項第１号の表営業用の項 7,500円 4,000円

8,500円 4,500円

9,500円 5,000円

13,800円 7,000円

15,700円 8,000円

17,900円 9,000円

20,500円 10,500円

23,600円 12,000円

27,200円 14,000円

40,700円 20,500円

第１項第１号の表自家用の項 29,500円 15,000円

34,500円 17,500円

39,500円 20,000円

45,000円 22,500円

51,000円 25,500円

58,000円 29,000円

66,500円 33,500円

76,500円 38,500円

88,000円 44,000円

111,000円 55,500円

第１項第２号の表営業用の項 6,500円 3,500円

9,000円 4,500円

12,000円 6,000円

15,000円 7,500円

18,500円 9,500円

22,000円 11,000円

25,500円 13,000円

29,500円 15,000円

4,700円 2,400円

第１項第２号の表営業用けん引

自動車の項

15,100円 8,000円

7,500円 4,000円

第１項第２号の表自家用の項 8,000円 4,000円

11,500円 6,000円

16,000円 8,000円

20,500円 10,500円

25,500円 13,000円

30,000円 15,000円

35,000円 17,500円

40,500円 20,500円

6,300円 3,200円

第１項第２号の表自家用けん引

自動車の項

20,600円 10,500円

10,200円 5,500円

第１項第３号の表営業用一般乗

合用の項

12,000円 6,000円

14,500円 7,500円

17,500円 9,000円

20,000円 10,000円

22,500円 11,500円

25,500円 13,000円
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　……（狩猟税の税率の特例）

第27条　平成27年４月１日から平成31年３月31日までの間に受ける

狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣の保

護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（以下この条におい

て「鳥獣保護管理法」という。）第56条に規定する申請書（以下…

この項において「狩猟者登録の申請書」という。）を提出する日…

前１年以内の期間（以下この条において「特定捕獲等期間」とい

う。）に当該県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第９条第１項

（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に…

関する法律（平成19年法律第134号。次項において「鳥獣被害防

止特措法」という。）第６条第１項の規定により読み替えて適用…

29,000円 14,500円

第１項第３号の表営業用その他

の項

26,500円 13,500円

32,000円 16,000円

38,000円 19,000円

44,000円 22,000円

50,500円 25,500円

57,000円 28,500円

64,000円 32,000円

第１項第３号の表自家用の項 33,000円 16,500円

41,000円 20,500円

49,000円 24,500円

57,000円 28,500円

65,500円 33,000円

74,000円 37,000円

83,000円 41,500円

第１項第４号の表 4,500円 2,500円

6,000円 3,000円

第１項第５号の表キャンピング

車の項

23,600円 12,000円

27,600円 14,000円

31,600円 16,000円

36,000円 18,000円

40,800円 20,500円

46,400円 23,500円

53,200円 27,000円

61,200円 31,000円

70,400円 35,500円

88,800円 44,500円

第１項第５号の表宣伝車の項 20,600円 10,500円

7,600円 4,000円

第１項第５号の表霊きゆう車の

項

11,000円 5,500円

4,200円 2,500円

第１項第５号の表その他の項 9,700円 5,000円

13,200円 7,000円

第２項の表営業用の項 3,700円 1,800円

4,700円 2,300円

6,300円 3,200円

第２項の表自家用の項 5,200円 2,600円

6,300円 3,200円

8,000円 4,000円

　……（狩猟税の税率の特例）

第27条　平成27年４月１日から平成36年３月31日までの間に受ける

狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣の保

護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（以下この条におい

て「鳥獣保護管理法」という。）第56条に規定する申請書（以下…

この項において「狩猟者登録の申請書」という。）を提出する日…

前１年以内の期間（以下この条において「特定捕獲等期間」とい

う。）に当該県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第９条第１項

（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に…

関する法律（平成19年法律第134号。次項において「鳥獣被害防

止特措法」という。）第６条第１項の規定により読み替えて適用…
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される場合を含む。）の規定による許可を受け、当該許可に係る…

鳥獣の捕獲等（以下この条において「許可捕獲等」という。）を…

行つた場合における狩猟税の税率は、第62条第１項の規定にかか

わらず、同項に規定する税率に２分の１を乗じた税率（以下この

項において「軽減税率」という。）とする。ただし、軽減税率が…

適用される狩猟者の登録（以下この項において「軽減税率適用登

録」という。）の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲…

等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間（鳥獣保

護管理法第２条第９項に規定する狩猟期間をいう。以下この項に

おいて同じ。）の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を…

提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には　　　、この限

りでない。

２　省略

される場合を含む。）の規定による許可を受け、当該許可に係る…

鳥獣の捕獲等（以下この条において「許可捕獲等」という。）を…

行つた場合における狩猟税の税率は、第62条第１項の規定にかか

わらず、同項に規定する税率に２分の１を乗じた税率（以下この

項において「軽減税率」という。）とする。ただし、軽減税率が…

適用される狩猟者の登録（以下この項において「軽減税率適用登

録」という。）の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲…

等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間（鳥獣保

護管理法第２条第９項に規定する狩猟期間をいう。以下この項に

おいて同じ。）の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を…

提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合にあつては、この限

りでない。

２　省略

　　　附　則

　……（施行期日）
１　この条例は、平成31年４月１日から施行する。ただし、第14条の２並びに附則第７条の５、第７条の６及び第７条の７第１項の改正規
定並びに附則第３項及び第４項の規定は、同年６月１日から施行する。
　……（県民税に関する経過措置）
２　改正後の愛媛県県税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）附則第７条の４の２及び第７条の４の３の規定は、平成31年度以後の年
度分の個人の県民税について適用し、平成30年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
３　新条例第14条の２並びに附則第７条の５、第７条の６及び第７条の７第１項の規定は、平成32年度以後の年度分の個人の県民税につい
て適用し、平成31年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
４　新条例第14条の２並びに附則第７条の５、第７条の６及び第７条の７第１項の規定の適用については、平成32年度分の個人の県民税に
限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第14条の２第１項 を支出し、当該特例控除対象寄附金 又は第１号に掲げる寄附金（平成31年６月１日前に支出したものに限

る。）を支出し、これらの寄附金

第14条の２第２項 特例控除対象寄附金の額 特例控除対象寄附金の額及び前項第１号に掲げる寄附金（平成31年６

月１日前に支出したものに限る。）の額

附則第７条の５ 特例控除対象寄附金の額 特例控除対象寄附金の額及び第14条の２第１項第１号に掲げる寄附金

（平成31年６月１日前に支出したものに限る。）の額

附則第７条の６ 規定する特例控除対象寄附金」 支出したものに限る。）」

規定する特例控除対象寄附金（租税特

別措置法第４条の５第１項の規定の適

用を受けた同項に規定する利子等の金

額のうち当該特例控除対象寄附金

支出したものに限る。）（租税特別措置法第４条の５第１項の規定の…

適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうちこれらの寄附金

とする と、「限る。）」とあるのは「限り、租税特別措置法第４条の５第１…

項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附

金の支出に充てられたものとして令附則第４条の６第１項に規定する

ところにより計算した金額に相当する部分を除く。）」とする

附則第７条の７第１項 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は第14条の２第１項第１号に掲げる寄附金（平

成31年６月１日前に支出したものに限る。）

送付 送付又は地方税法等の一部を改正する法律（平成31年法律第　号）附

則第２条第７項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第

１条の規定による改正前の法附則第７条第５項の規定による同条第１

項に規定する申告特例通知書の送付

　……（自動車取得税に関する経過措置）
５　新条例附則第22条の２第２項、第４項、第５項、第６項及び第７項の規定は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課
すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
　……（自動車税に関する経過措置）
６　新条例附則第23条の規定は、平成31年度分の自動車税について適用し、平成30年度分までの自動車税については、なお従前の例に
よる。

平成31年３月31日　発行


